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議案第２８号

取手市税条例の一部を改正する条例について

取手市税条例（昭和３９年条例第２２号）の一部を別紙のとおり改正する。

令和２年５月７日提出

取手市長 藤 井 信 吾

提案理由

地方税法等の一部を改正する法律が施行され，新型コロナウイルス感染症緊急経済

対策における税制上の措置として，一定の要件に該当する中小事業者に対する固定資

産税の軽減，軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減の延長，市税の徴収猶予制度の特

例等の措置が講じられたことを踏まえ，所要の整備を行うため，本条例の一部を改正

するものです。
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取手市税条例の一部を改正する条例

取手市税条例（昭和３９年条例第２２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。

改正後 改正前

付 則 付 則

(読替規定) (読替規定)

第 10 条 法附則第 15 条から第 15 条の 3の

2まで，第 61 条又は第 62 条の規定の適用

がある各年度分の固定資産税に限り，第 6

1 条第 8項中「又は第 349 条の 3の 4から

第 349 条の 5まで」とあるのは，「若しく

は第 349 条の 3 の 4 から第 349 条の 5 ま

で又は附則第 15 条から第 15 条の 3 の 2

まで，第 61 条若しくは第 62 条」とする。

第 10 条 法附則第 15 条から第 15 条の 3の

2 までの規定の適用がある各年度分の固

定資産税に限り，第 61 条第 8項中「又は

第 349 条の 3の 4から第 349 条の 5まで」

とあるのは，「若しくは第 349 条の 3 の 4

から第 349 条の 5まで又は附則第 15 条か

ら第 15条の 3の 2まで」とする。

(法附則第 15 条第 2 項第 1 号等の条例で

定める割合)

(法附則第 15 条第 2 項第 1 号等の条例で

定める割合)

第 10 条の 2 (略) 第 10 条の 2 (略)

2 から 26 まで (略) 2 から 26まで (略)

27 法附則第 62 条に規定する市町村の条例

で定める割合は，零とする。

(軽自動車税の環境性能割の非課税) (軽自動車税の環境性能割の非課税)

第 15条の 2 法第 451条第 1項第 1号(同条

第 4項において準用する場合を含む。)に

掲げる 3輪以上の軽自動車(自家用のもの

に限る。以下この条において同じ。)に対

しては，当該 3輪以上の軽自動車の取得が

令和元年 10 月 1 日から令和 3 年 3 月 31

日までの間(付則第 15 条の 6 第 3 項にお

いて「特定期間」という。)に行われたと

きに限り，第 80 条第 1項の規定にかかわ

らず，軽自動車税の環境性能割を課さな

い。

第 15条の 2 法第 451条第 1項第 1号(同条

第 4項において準用する場合を含む。)に

掲げる 3輪以上の軽自動車(自家用のもの

に限る。以下この条において同じ。)に対

しては，当該 3輪以上の軽自動車の取得が

令和元年 10 月 1 日から令和 2 年 9 月 30

日までの間(付則第 15 条の 6 第 3 項にお

いて「特定期間」という。)に行われたと

きに限り，第 80 条第 1項の規定にかかわ

らず，軽自動車税の環境性能割を課さな

い。

(新型コロナウイルス感染症等に係る徴収

猶予の特例に係る手続等)

第 24 条 第 9条第 7項の規定は，法附則第
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付 則

この条例は，公布の日から施行する。

59条第 3項において準用する法第15条の

2第8項に規定する条例で定める期間につ

いて準用する。


